
御幸中央公園外２公園駐車場開閉業務委託仕様書 

１ 概要 

 この仕様書は、駐車場施設の管理に関する基準を定め円滑なる管理運営を図ることを目的と

する。 

施設の管理業務を処理するに当たっては、計画に基づき下記事項を誠実に実施しなければな

らない。 

 

２ 施設の所在地 

 熊本市南区馬渡１丁目６３        平成中央公園駐車場 

 熊本市南区流通団地１丁目７６ほか    御幸中央公園駐車場 

 熊本市南区今町、土河原町地先      白川飽田緑地駐車場 

 

３ 業務期間 

 令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（１） 施設（駐車場）の開閉 

 

（平成中央公園駐車場）、（御幸中央公園駐車場） 

期間 開放時間 閉鎖時間 

4月 1日～9月 30日 午前 7時 00分 午後 7時 00分 

10月 1日～3月 31日 午前 8時 00分 午後 6時 00分 

ただし、委託者より特別に指示する場合は、その指示に従うものとする。 

 

（白川飽田緑地駐車場） 

期間 開放時間 閉鎖時間 

4月 1日～3月 31日 午前 8時 00分 午後 6時 00分 

ただし、委託者より特別に指示する場合は、その指示に従うものとする。 

 

（２） 事故確認時における関係機関への通知、連絡。 

（３） 各駐車場の開放状況、施錠状況の写真を原則月 4回（週 1回程度）撮影し、時刻入り

の写真で委託者に提出する。 



（４） 施錠時に車両が駐車されている場合、園内の公園利用者の有無を確認し、利用者がい

る場合は声掛けを行うこと。また、所有者不明の車両がある場合は、車両の撮影を行

い委託者に連絡すること。なお、施錠後に委託者から開放を指示する場合は、その指

示に従うものとする。 

（５） その他本業務に付随する事項については、委託者と協議の上取り決めること。 

（６） 大雨時、白川飽田緑地駐車場は冠水する恐れがあるため、開放時に駐車場状況、隣接

する河川・水路状況、当日の天候等から駐車場に冠水の恐れがある場合は、開放しな

いものとし、委託者に当日連絡すること。なお、委託者から開放・施錠を指示する場

合は、その指示に従うものとする。 

 

５ 管理業務等の報告 

（１） 受託者は、緊急連絡先を委託者に提出し、常に連絡できる体制をとること。 

（２） 受託者は、管理業務の状況等について、別紙業務委託報告書にその内容・利用状況等

を記入し、開閉状況写真及び施錠時駐車車両ともに毎月１回委託者に報告すること。 

（３） 施設内で事故が発生した場合は、受託者は直ちに適切な処理を講ずると伴に委託者に

連絡し、その後委託者に事故報告書を提出すること。 

 

６ その他 

（１） 業務遂行中は、職務に専念して事故のないよう心掛けること。 

（２） 作業員は、服装・言語等に十分注意すること。 

（３） 作業員は、委託者より貸与された腕章を着用すること。 

（４） 委託者は、受託者に対象施設等の鍵を貸与するものとし、受託者はその責任のもとこ

れを保管する。なお、本業務に使用する場合を除き、受託者の金庫に保管するものと

する。 

（５） 本契約の期間満了時には、委託者より貸与された（3）及び（4）の貸与物については、

委託者へ返還するものとする。 

（６） この仕様書に定めのない事項については、その都度協議するものとする。 

（７） 本業務は、熊本地震の被災地（熊本県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単

価表を用いた積算方式の試行対象業務である。 

（８） 本業務は、「土木工事標準積算基準」により各工種区分に従って対象ごとに求めた共

通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象業務である。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 



【共通仮設費率：１．１ 現場管理費率：１．１】 
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